
１－１ 計画策定の経緯
　京都市南区唐橋西寺町ほかに所在する西寺跡は、史蹟名勝天然紀念物保存法（大正８年
（1919）公布・施行）に基づき、我が国最初の史跡48件のうちの一つとして、大正10年３月３日付
で国の史跡に指定された。当初は、地上に表出する唯一の遺構である講堂跡のみの指定であった
が、発掘調査の結果、遺構が良好に残ることが確認されたため、昭和41年 （1966） に南門から
食堂院にかけての一帯が追加指定された。
　大正10年の指定当時、周辺はまだ田畑地帯であったが、昭和8～10年頃に区画整理が行われ、
昭和８年には中心伽藍域の南半に七条第二尋常小学校（現・唐橋小学校）が開校、同12年には
その北側に唐橋西寺公園が開設された。周囲の民有地も昭和20年代には住宅密集地に変貌して
いた（国土地理院HP掲載の昭和23年航空写真による）。このような経過から、史跡西寺跡は、指
定当初から既に宅地化された史跡指定地での居住権と史跡保存の調整という課題を抱えていた。
これに対し京都市文化財保護課では、平成７年に『史跡西寺跡管理方針』（以下、「Ｈ７方針」
という。）を定め、文化庁・京都府と連携して史跡の保存に努めてきた。
　令和元年、長らく遺構が確認できていなかった塔跡が発掘されるに及び、京都市ではその周辺
6,291㎡を史跡に追加指定するよう意見具申し、令和３年に指定された。令和４年には国庫補助を
得てその大部分を公有化したところである。
　今後、残った民有地の公有化を進めるとともに、史跡としての整備を行ってその歴史的な価値を
発信し、ひいては周辺のまちづくりにも寄与していくため、保存活用の基本方針として本計画の策定
を行うこととなった。

１－２ 計画の目的
　前項のとおり、本史跡は区画整理された市街地の中にあり、民有の宅地を多く含んでいる。また、
公有地も小学校、都市公園、道路といった、市民生活の維持に必要なものが多い。その前提に立っ
て、史跡の保存と活用、継承を適切かつ持続的に行っていくための指針とすることが、本計画の
第一の目的である。
　また、現在、文化財保護課において公有化を進めている塔跡地区について、今後の公園整備
により史跡の本質的価値を可視化し、まちづくりの一つの核としていくことが必要である。本書はそ
の本質的価値を明確にし、整備と活用の方針を示すことが第二の目的である。

１ 計画策定の経緯・目的

1



１．計画策定の経緯・目的

１－３ 検討会の設置
　本計画を策定するにあたり、本市では令和６年４月12日付けで定めた「史跡西寺跡保存活用計
画策定検討会開催要綱」に基づき、各分野の学識経験者から成る検討会を設置し、内容につい
ての議論を行った。

○史跡西寺跡保存活用計画策定検討会　名簿

○事務局
猿渡　毅 京都市文化市民局文化芸術都市推進室　文化財担当部長
森尾　勇三 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課　課長
馬瀬　智光 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課　埋蔵文化財係長
堀　大輔 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課　記念物係長
家原　圭太 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課　主任
熊谷　舞子 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課　文化財保護技師

○開催実績
第１回 令和６年７月４日
第２回 令和６年12月23日
第３回 令和７年７月２日
第４回 令和７年10月28日
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１．計画策定の経緯・目的

１－４ 計画の構成
　本計画の構成を、図1-1に示す。

図1-1　本計画の構成

3



１．計画策定の経緯・目的

１－５ 他の計画との関係
（１）  上位計画

○はばたけ未来へ ！　京プラン2025（京都市基本計画）
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１．計画策定の経緯・目的

○未来を創る京都文化遺産継承プラン ～京都市文化財保存活用地域計画～ （2021-2030）

図1-2　京都文化遺産の維持継承に関する基本理念・基本方針等
（未来を創る京都文化遺産継承プラン～京都市文化財保存活用地域計画～（R03.07）より）
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１．計画策定の経緯・目的

（２）  関連計画

○京都市都市計画マスタープラン（令和3年9月）
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１．計画策定の経緯・目的

○京都市景観計画 （令和3年4月）
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１．計画策定の経緯・目的

○京都市緑の基本計画 （平成22年3月）
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１．計画策定の経緯・目的

○京都府文化財保存活用大綱 （令和2年3月）
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１．計画策定の経緯・目的

１－６ 計画の対象地
　本計画は、令和８年３月31日現在の史跡西寺跡指定地全体を対象とする。

１－７ 計画の期間
　本計画は、令和８年４月１日から実施し、10年間をめどに必要に応じて改定を行うものとする。

10



２－１ 自然
（１）  気候
　京都市の気温と降水量 （1981年から2010年までの平均値）を図2-1に示す。気候は夏に雨が多
く冬に少ない瀬戸内式気候であり、三方を山に囲まれた地形から、寒暖の差が大きいことが特徴と
なっている。

（２）  地形・地質
　西寺跡は京都盆地北半中央、鴨川が形成した扇状地南西端の微高地に立地している。標高は
主要伽藍のある寺域南半の北東角20.8m、北西角19.9m、南東角19.3m、南西角18.8mとごく緩
やかな傾斜のある地形である。寺跡の南西約1.5kmを流れる桂川の沿岸部で標高19m前後であり、
近代には寺跡の南西約0.6kmまで後背湿地が迫っていた。
　従前の埋蔵文化財調査では、寺跡の西部を除き、現地表下0.1～0.5mで砂礫がちの基盤層に
達することが多く、寺院を建立するには概ね良い地盤であると言える。
　このような自然環境であるため、土砂災害のおそれはないものの、京都市水害ハザードマップ（南
区版、令和３年５月）では、周辺一帯における浸水深さが0.5～３m未満とされている（図2-11）。また、
京都市地震ハザードマップ（南区版、令和６年３月）では、花折断層地震による震度６強の揺れが
想定されている（図2-12）。
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図2-1　京都市の気温と降水量

２ 史跡西寺跡周辺の状況
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（参考文献）
石田志郎 「京都盆地北部の扇状地－平安遷都時の京都の地勢－」『古代文化』第34巻第12号　古代學協會　1982年

図2-2　京都盆地北部の扇状地（石田1982を一部改変）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

２－２ 社会
（１）  位置とアクセス
　史跡西寺跡は京都市南区の北部に位置し、国道171号 （九条通）とJR東海道線に南北を挟まれ、
西側は御前通（平安京の西大宮大路）に接している。最寄り駅であるJR西大路駅が西方約500m
の位置にあり、近くを通るバス路線が７系統あるなど、交通利便性の高いエリアとなっている。また、
JR西大路駅のほか、近鉄東寺駅、JR・近鉄京都駅、JR梅小路京都西駅などの鉄道駅も至近に
位置している。

図2-3　位置図
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（２）  人口
　史跡西寺跡の位置する京都市南区は、世帯数は約５万世帯、人口約10万人が暮らしており、
京都市全体の人口が減少傾向にあるのに対して、南区は世帯数、人口ともに増加傾向にある。

　京都市と南区の人口ピラミッドを比較すると、南区は「15～24歳」の割合が低い一方で、「25～
39歳」の割合が高くなっている。一方、人口動態については、南区では、平成7年～16年までは
自然増よりも社会減が上回る傾向にあったが、平成17年以降は自然増よりも社会増が上回る傾向に
ある。

図2-4　人口及び世帯数の推移
（京都市南区基本計画 （2021-2025）より）

図2-5　人口ピラミッド及び人口動態
（京都市南区基本計画 （2021-2025）より）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（３）  土地利用等の状況
　大正時代までの史跡西寺跡一帯はほとんどが田畑で、東海道線南の御前通沿いに旧唐橋村の
集落が存在している程度であった。しかし、昭和8～10年（1933～35）頃に区画整理（西寺地区土
地区画整理事業）が行われ（註1）、昭和8年には中心伽藍域の南半に京都市立七条第二尋常
小学校（現・唐橋小学校）が、12年には北半に唐橋西寺公園が設立された。第3章で述べるよう 
に、西寺跡の最初の史跡指定は大正10年と早いものの、この時は講堂跡の官有地のみが指定対
象であったため、このようなことになったものである。しかしながら、公園と学校が早くから伽藍中枢
部にあったおかげで遺構の破壊を免れてきたという側面もある。
　昭和10年には寺域の西隣に京都市立第一工業学校（後に京都市立洛陽高等学校→京都市立
洛陽工業高等学校と改称）が上京から移ってきた。昭和20年代には宅地化が進み、21年の航空
写真ではほぼ全ての土地に住宅が密集している様子が見て取れる（註2）。昭和24年には寺域北
部に京都市立八条中学校が開校し、近接区域に小・中・高が揃うこととなった。このような立地から、
唐橋西寺公園は小学生を中心に子供の姿が絶えない状況である。洛陽工業高等学校は市立伏見
工業高等学校との統合・移転により平成29年度末で閉校したが、跡地には南区吉祥院にあった市
立塔南高等学校が移転し再編され、市立開建高等学校として令和5年度に開校した。

図2-6　史跡西寺跡及び周辺の状況
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２．史跡西寺跡周辺の状況

註
１）  西寺土地区画整理事業は昭和6年6月に認可され、昭和8年1月に着工、昭和19年3月に換地処分を終えている。しかし、
昭和10年刊行の『京都土地区画整理事業概要』に「殆ンド竣工セリ」とあり（「唐橋村」『史料京都の歴史』第13巻南区、
京都市、1992年）、昭和10年の都市計画図でも現在とほぼ変わらない街区となっている。

２）  国土地理院HP「地図・空中写真閲覧サービス」写真番号USA-R275-A-7-160

（４）  法適用等の状況

表2-1　史跡地周辺の法適用の状況
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２．史跡西寺跡周辺の状況

１）  都市計画法/用途地域・高度地区
　史跡指定地の大部分を含む周辺一帯は第一種住居地域に指定されており、建蔽率60％、容積
率200％で、20m第２種高度地区に指定されている。したがって、戸建て住宅が建ち並ぶ現状は、
将来まとまった土地が動いた場合には、共同住宅などに変貌する可能性を含んでいる。

図2-7　史跡地周辺の法適用 （用途地域・高度地区）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

２）  景観法/景観地区
　史跡地を含む周辺一帯は、市街地型美観形成地区に指定されており、建築物は原則的に勾配
屋根とするなどの景観規制が行われている。

図2-8　史跡地周辺の法適用 （景観地区）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

３）  景観法/眺望景観
　史跡地を含む周辺一帯は、清水寺（4）、慈照寺（11）、大文字山（49）を視点場とした遠景デザイ
ン保全区域に指定されている。

図2-9　史跡地周辺の法適用 （眺望景観）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

４）  屋外広告物法/屋外広告物規制
　史跡指定地は「屋外広告物禁止区域」とされており、史跡地を含む周辺一帯は第５種地域に
指定されている。

図2-10　史跡地周辺の法適用 （屋外広告物関連）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（参考） 京都市ハザードマップ

（京都市水害ハザードマップ）
　京都市水害ハザードマップ（南区版：令和3年5月）では、史跡地を含む周辺一帯における浸水
深さ（水防法によって国や京都府が指定する「桂川下流」「鴨川・高野川」「天神川」「小畑川」
が氾濫した場合に想定される最大の浸水の深さ）が、0.5～３m未満と想定されている。

図2-11　京都市水害ハザードマップ（南区版）に加筆
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（京都市地震ハザードマップ）
　京都市地震ハザードマップ（南区版：令和６年３月）では、史跡地を含む周辺一帯における震度 
（南区に最も大きな被害をもたらすと想定される「花折断層地震」の震度分布）が、震度６強と想
定されている。

図2-12　京都市地震ハザードマップ（南区版）に加筆
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２．史跡西寺跡周辺の状況

２－３ 歴史
（１）  弥生～古墳時代
　近傍において縄文時代以前の遺跡は知られていない。明確な遺構は弥生時代中期（畿内第Ⅱ様
式）以降で（唐橋遺跡）、後の西寺寺域北半（八条中学校周辺）で方形周溝墓や大溝、土坑な
どが確認されている（註1）。これに対し、寺域南半の下層には流路や落ち込みが多数あり、集落
形成には適さない土地であったようである。弥生時代の後期から古墳時代になると、寺域の南西側
にも集落が形成されたようで、開建高等学校の敷地やその東で古墳時代後期の竪穴建物を多数
検出している（註2）。

（２）  飛鳥～奈良時代
　開建高等学校の敷地では、飛鳥時代の掘立柱建物が確認されており、飛鳥から奈良時代にか
けても土地利用が継続していたことが窺える（註3）。

図2-13　唐橋遺跡位置図
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２．史跡西寺跡周辺の状況

（３）  平安時代
　開建高等学校の敷地では、平安時代前期～中期にかけても掘立柱建物をはじめとした遺構を多
数検出しており、引き続き宅地として利用されていたことが窺える。ただし、検出遺構は西大宮大路
に面した部分に集中しており、以西は河川氾濫の影響を受けやすい低湿地であったと考えられる。
しかし、後期になると遺構が見られなくなり、耕地化が進んだようである（註4）。

（４）  鎌倉～室町時代
　当地の西側には東寺領荘園である植松東荘が置かれた。植松東荘は、観応３年 （1352）、 
足利義詮によって東寺に寄進されたとされる。この頃にはすでに宅地としての利用はなく、一定規模
の耕作地が展開していたと考えられる（註5）。『二水記』大永7年10月24日条 （1526/11/18）には、 
この頃武家が西寺に陣を置き、桂や西岡へ出向いては放火したという記事が見える（註６）。

（５）  安土桃山時代
　天正19年（1591）、豊臣秀吉が洛中の周囲に御土居を築く。西寺跡から見ると、かつての朱雀
大路の東に沿って走る御土居が東寺との間を隔てることになったが、九条通に設けられた東寺口 
（鳥羽口）からは西国街道が西に向けて発し、西寺跡の南を通っていた。なお、御土居の堀は湧
水を生じさせたようで、続く江戸時代にはその湧水が唐橋村の灌漑に利用されていた（註7）。

（６）  江戸時代
　西寺跡を含む一帯は唐橋村と呼ばれるようになる。唐橋村は、北は葛野郡梅小路村、南は紀伊
郡吉祥院村・上鳥羽村、東は葛野郡八条村・紀伊郡上鳥羽村、西は紀伊郡西中村・吉祥院村
に接していた。元禄3年 （1690）に分村し、東寺廻りに居住した支村の東唐橋村に対し、本村は
西唐橋村と称した。享保14年 （1729） 時点で村高1244石余のうち1000石が禁裏御料と、村域の
ほとんどが禁裏御料という状況であったが、これは元和9年 （1633）に徳川秀忠が進献した新御料
である。寛保3年 （1743）の「唐橋村明細帳」（竹内〈新〉家文書）には、「西寺古跡」が無年
貢の芝地として東西拾五間南北拾六間（27×29m）の広さを有していたとあり、例年4月の祭礼では
神輿の幸があると記されている（註８）。

（７）  明治時代以降
　江戸時代に東西に分かれていた唐橋村は、明治5年（1872）に再び一村となったが、明治22年
には町村制の施行に基づき西七条村、西塩小路村、梅小路村、御所ノ内村とともに七条村となる。
周辺では、明治9年に大阪から延伸されてきた東海道本線が西寺跡の北側を通って大宮仮停車場
まで開通し、翌10年には京都駅が開業する。明治44年、梅小路の軌道拡幅に伴い、鎌達稲荷
神社が梅小路村から現在地へ移転。大正7年（1918）七条村が京都市に編入され、下京区に含ま
れることとなる。昭和30年（1955）、当時の国鉄東海道本線以南が南区として分区され、南区唐橋
となる。
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２．史跡西寺跡周辺の状況

　この間、明治27年（1894）には、御前通沿いの西方寺が「名称ノ湮滅スルヲ恐レ」「西寺ニ寺
号復旧」しており（註９）、これが現在の宗教法人西寺 （浄土宗西山禅林寺派）である。

註
１）  近藤奈央『平安京右京九条一坊十五町・十六町跡（西寺跡）・唐橋遺跡』京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告
2016-6、（公財）京都市埋蔵文化財研究所、2017年

２）  「平安京右京九条二坊四町跡」『昭和53年度京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概要』（財）京都市埋蔵文化財研
究所、2011年  
　李銀眞『平安京右京二坊四・五町跡、唐橋遺跡』京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告2020-2、（公財）京都市
埋蔵文化財研究所、2020年  
「平安京右京九条二坊」『昭和60年度京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概要』（財）京都市埋蔵文化財研究所、
1988年  
堀大輔「唐橋遺跡」『京都市内遺跡試掘調査概報平成15年度』京都市文化市民局、2004年

３）  李銀眞『平安京右京二坊四・五町跡、唐橋遺跡』京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告2020-2、（公財）京都市埋
蔵文化財研究所、2020年

４）  李銀眞『平安京右京二坊四・五町跡、唐橋遺跡』京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告2020-2、（公財）京都市埋
蔵文化財研究所、2020年

５）  李銀眞『平安京右京二坊四・五町跡、唐橋遺跡』京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告2020-2、（公財）京都市埋
蔵文化財研究所、2020年

６） 「唐橋村」『史料京都の歴史』第13巻南区、京都市、1992年
７） 「唐橋村」『史料京都の歴史』第13巻南区、京都市、1992年
８） 「唐橋村」『史料京都の歴史』第13巻南区、京都市、1992年
９） 『西寺紀綱』（西寺蔵）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

２－４ 文化財
　周辺の文化財としてまず挙げられるのは、東方約750mにある東寺 （史跡教王護国寺境内）で
ある。平安京造営に伴い西寺と対になるものとして創建された。伽藍は西寺とシンメトリーに配置さ
れているが、細部では差異もある（註１）。また、東寺の食堂に安置されていた地蔵菩薩立像（平
安時代。重要文化財。現在は宝物館に安置）は、『東宝記』に「或記云」として西寺の遺仏と
の伝えが記され、9世紀末～10世紀初め頃の作とされている（註２）。東寺との間には羅城門跡が
ある。羅城門は天元3年 （980）の大風で倒壊し、以後再建されなかった。過去再三の発掘調査
にもかかわらず遺構は未検出であるが、跡地は都市公園である唐橋羅城門公園となっている。
　西寺跡の北西、下京区梅小路の梅林寺にある大日如来と地蔵菩薩は、寺伝ではかつて西寺食
堂にあったものという。梅林寺の北方には、松尾大社の西七条御旅所がある。春の松尾祭には、
神幸祭 （おいで）で社を出た七社の神輿と唐櫃 （のうち4基）がここに21日間駐輦し、 還幸祭 （お
かえり）では西寺講堂跡 （旭の森）に他の神輿とともに集結した後、本社に還御する。
　東山区の東福寺には西寺のものと伝わる梵鐘が存在する。『山州名跡志』（正徳元年〈1711〉）、
『山城名跡巡行志』（宝暦4年〈1754〉）、『京都坊目誌』（大正5年〈1916〉）などの地誌で紹介さ
れているほか、寛政年間（1789-1801）に刷られたという「東福寺境内図」にもその旨が記されて
いるが、現状ではこれらより古い史料は見当たらない。詳細については巻末別稿を参照されたい。
龍頭が失われているが笠形頂部まで、高さ1.56m口径1.0mを測る。型式的には奈良時代と推定さ
れているもので（註３）、昭和32年 （1957） 重要文化財に指定されている。
　このほかやや遠隔地ではあるが、西寺跡とともに地上に平安京の面影を残す場所として、史跡
平安宮跡 （内裏跡・朝堂院跡・豊楽院跡、上京区及び中京区）や史跡神泉苑 （中京区）がある。
また、西寺には直接関係しないが近傍の文化財として、智慧夢工房二九研究所主屋及び土蔵（と
もに国登録）、六孫王神社本殿・拝殿・唐門及び回廊 （市指定）、梅小路機関車庫 （重文、下
京区）がある。
　史跡西寺跡が存在する京都市南区の文化財一覧を、表2-2～2-9に示す。

註
１） 西森正晃・鈴木久史『史跡西寺跡発掘調査総括報告書』京都市文化市民局、2021年
２） 東寺創建一千二百年記念出版編纂委員会『新東宝記』東京美術、1996年
３） 坪井良平『日本の梵鐘』角川書店、1970年
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表2-2　国指定等文化財：建造物 （国宝・重要文化財）

表2-3　国指定等文化財 （国指定の史跡・名勝・天然記念物）

表2-4　国指定等文化財：建造物 （国登録有形文化財）
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２．史跡西寺跡周辺の状況

表2-5　市指定文化財 （市環境保全地区）

表2-6　主な未指定文化財：建造物 （府暫定登録有形文化財）

表2-7　主な未指定文化財 （京都を彩る建物や庭園（認定））
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２．史跡西寺跡周辺の状況

表2-8　主な未指定文化財 （景観重要建造物）

表2-9　主な未指定文化財 （界わい景観建造物）
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